
福祉系高校の実習についても、養成施設等と同様の基準を適用する。  

［参考］福祉系高校の教育力リキュラムにおける実習の取扱い  

見直し案   現 行   

0 450時間程度め現場実習が必要   ○現場実習の他に校内での知識・技能の修得に係る時  
間も含めて210時間の中で学校の裁量で実施   
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Ⅴ 実務経験ルートにおける  
通信課程  
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O「印刷教材等のみによる授業」、「放送授業又はメディアを利用して行う授業」又は「面   

接授業（いわゆるスクーリング）」のいずれかの方法により授業を行うものとする。  

O「印刷教材等のみによる授業」及び「放送授業又はメディアを利用して行う授業」の方   

法により授業を行う場合にあっては、定期的に添削等による指導を行うほか、科目ごと   
にレポートを提出し、単位認定試験等による評価を行うことを標準として、当該科目の履   

修を認定するものとする。  

O「印刷教材等のみによる授業」は「放送授業又はメディアを利用して行う授業」又は「面   

接授業（いわゆるスクー」ノング）」の方法で行った場合のおおむね3倍の時間の自己学習   

を必要とするような内容を標準とするものとする。  

O「介護の基本」、「コミュニケーション技術」、「生活支援技術」及び「介護過程」の合計3   
00時間のうち45時間分については、教員と学生との双方向の対話による演習形式や   

実技を取り入れた授業を中心として教授することが必要であることから、「面接授業（い   

わゆるスクーリング）」の方法による授業を義務付ける。   

なお、45時蘭の「面接授業（いわゆるスクーリング）」は、「生活支援技術」及び「介護過   

程」の内容を中心に構成するものとする。  

O「面接授業（いわゆるスクーリング）」も含めた全授業時間数の3分の1以下の範囲内   

において、これを委託して実施することも認める。この場合にあっては、委託先において、   
当該授業の実施に関し、教員、施設設備等に係る必要な基準を満たさなければならない   

ものとする。  
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実務経験ルート   

通信課程以外の課程、通信課程  1，800時間の   
課程  

授業  授業  
授業時間数  

教育内容  
時間数  時間数  

（印刷教材／  

放送・メディア）   

人間の尊厳と自立   30以上   15   45／15  

芸の志            人間関係とコミュニケーション   
人  

30以上  

間  
小計   60以上   15   45／15  

と  の  社会の理解   60以上   30   90／30  

社  
∠ゝ  小計   60以上   30   90／30  
コ＝  

小 計  240   45   135／45   

介護の基本  180   90  300時間のうち  

45時間は、「生  

コミュニケーション技術  60   
活支援技術」及  
び「介護過程」  

の内容を中心  

生活支援技術  300   に構成された  

介  
「面接授業（い  

護  わゆるスクーリ  

介護過程  150   
ング）」の形式  

により行う。  

介護総合演習  120  

介護実習  450  ／  

／  ／  

小 計  1260   300   
765／255  

面接45   

t．＿＿  

発達と老化の理解   60   45   135／45  

」  

ろ  認知症の理解   60   60   180／60  

と  

か  

レヽ  ．障害の理解   60  ．  60  ．  180′／60．   】 h  l障害の理解   1  60  1  60  1   180′／60l  

だ  

の  

し  

く  
こころとからだのしくみ   120   90   270／90  

み  

小 計   300   255   765／255   

合 計  1800   600   
1，665／555  

面接45   
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専任教員の数に係る基準  

養成施設ルート  実務経験ルート（通信以外）  実務経験ルート（通信）   

○ 下表に定める数以上の専任教  ○ 下表に定める数以上の専任教  ○ 下表に定める数以上の専任教   

員を有すること。  員を有すること。  員を有すること。  

学生総定員の区分   専任教員数  

【2 －一－－」－－－－－一一【ん‾H叩‾－  

引  



専任教員の役割と資格に係る基準  

養成施設ルート   実務経験ルート（通信以外）   実務経験ルート（通信）   

○専任教員のうち1人は、次の  
いずれかの条件を満たす者とし  
て、領域「人間と社会」におけ  

性・統一性を持 った科目  

の編成等を 行うことについて土  

任を有する者とする。  

＜久略＞  

○専任教員のうち1人は、次の   ○ 専任教員のうち1人は、次の   ○ 専任教員のうち1人は、次の   
いずれの条件も満たす者として、   いずれの条件も満たす者として、   いずれの条件も満たす者として、   
領域「介護」における一貫性・   領域「介護」における一貫性・   領域「介護」における一貫性・   
統一性が確保された科目の編成   統一性が確保された科目の編成   統一性が確保された科目の編成   
等を行うことについて責任を有   等を行うことについて責任を有   等を行うことについて責任を有   

する者とする。   する者とする。   する者とする。   

＜条件略＞   ＜条件略＞   ＜条件略＞   

○ 専任教員のうち1人は、次の   ○ 専任教員のうち1人は、次の   ○ 専任教員のうち1人は、次の   
いずれの条件も満たす者として、   いずれの条件も満たす者として、   いずれの条件も満たす者として、   
領域「こころとからだのしく   領域「こころとからだのしく   領域「こころとからだのしく   
み」における一貫性・統一性が   み」における一貫性一統一性が   み」における一貫性・統一性が   

確保された科目の編成等を行う   確保された科目の編成等を行う   確保された科目の編成等を行う   

ことについて責任を有する者と   ことについて責任を有する者と   ことについて責任を有する者と   

する。   する。   する。   

＜条件略＞   ＜条件略＞   ＜条件略＞   
ー ■ ■ ■ ■ t ■l■ ■■ ■ 一 ■ － ■ ■ 暮 －111■ ■ ■ 一 ■ ■■ ● － ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■1■ ■ ■ ■ ■ ■ － ● － ■ 一 暮 ■ ■  1  ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ▲ － ■ － ■ 1  ■ ■ ■ 一 ■ ■ ■ 一 ■ ■■ ■ － ■ － ■ ■ヽ   

i［経過措置］＜略＞  ■  i［経過措置］＜略＞  l  i［経過措置］＜略＞  l   

i01人の専任教員が、それぞれ！  i01人の専任教員が、それぞれ！  i01人の専任教員が、それぞれ！   
iの基準を満たす場合には、複数l  iの基準を満たす場合には、複数l  iの基準を満たす場合には、複数l   
iの領域について科目編成等を行I  iの領域について科目編成等を行i  iの領域について科目編成等を行i   
iうこととしても差し支えないもi  

l   ■   i．＿旦で董卓．⊆と？＿＿＿．＿仙＿＿＿．＿．   
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O「面接授業（いわゆるスクーリング）」の方法により領域「介護」の授業を行う場合には、   
学生8人につき1人の指導教員とこれを統括する主任指導教員を1人置くものとする。  

○ 主任指導教員は、「面接授業（いわゆるスクーリング）」の授業計画を作成し、学生の   
評価基準を明確にするなどして、指導教員との連携を図るものとする。  

○ 主任指導教員は、介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5   
年以上実務経験を有する者であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講   
習会（介護教員講習会）において、必要な知識及び技能に関する課程を修了した   
者その他その者に準ずる者として厚生労働大臣が別に定める看であり、かつ、介   
護福祉士養成施設において、旧カリキュラムにおける専門科目又は新カリキュラ   
ムにおける領域「介護」の科目を5年以上教授した経験を有する者とする。 

○ 指導教員は、介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年   
以上実務に従事した者とする。  

○ 介護技術講習の主任指導者又は指導者の要件を満たす者は、それぞれ主任指導   
教員又は指導教員になることができるものとする。  

○ 主任指導教員及び指導教員は、専任教員と兼務しても差し支えないものとする。  
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【参考】実務経験ルートの通信課程における領域「介護」の面接授業（いわゆるスケ王粒ダ   

の主任指導教員・指導教員の要件と介護技術講習の主任指導者・指導者の要件の此於  

実務経験ルートの通信課程におけ  

る面接授業（いわゆるスクーリング）   
介護技術講習   

介護福祉士、保健師、助産師又は看護  介護福祉士、保健師、助産師又は看護  
師の資格を取得した後5年以上実務に  師の資格を取得した後10年以上実務  
従事   に従事  

かつ   又は  

主任指導教員                      介護福祉士養成施設において、 旧カリ  介護福祉士養成施設等において専門   

又は   キュラムにおける専門科目又は新カリ  科目を5年以上教授   

キュラムにおける領域「介護」の科目  
主任指導者  

を5年以上教授   
又は  

上記と同等以上の知識・経験   

＋  ＋  

介護教員講習会（300時間以上）の  主任指導者養成講習（14時間以上）の  
修了等   修了   

指導教員  介護福祉士、保健師、助産師又は看護  介護福祉士、保健師、助産師又は看護  

又は  
師の資格を取得した後5年以上実務に  師として、原則5年以上実務に従事  

従事  

指導者  
＋  

指導者養成講習（14時間以上）の修了   
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「面接授業（いわゆるスクーリング）・」の方法による授業が義務付けられる「介護の基本」、  
「コミュニケーション技術」、「生活支援技術」及び「介護過程」のうち合計45時間分を教授  

するために必要な施設設備を、面接授業を実施する期間において確保すれば差し支えな  
いものとする。  

実務経験ルート（通信以外）   実務経験ルート（通信）   

【普通教室】   【普通教室】   

＜養成施設ルートと同様＞   ○普通教室は、面接授業を 実施する期間において確保  

されていれば差し支えないものであること。  
＜その他の基準については、養成施設ルートと同様＞   

【介護実習室】   【介護実習室】   

＜養成施設ルートと同様＞   ○介護実習室 は、面接授業を実施する期間において痙  
保されていれば差し支えないものであること。  
＜その他の基準については、養成施設ルートと同様＞   

【入浴実習室】   【入浴実習室】   

＜養成施設ルートと同様＞   ○入浴実習室 は、面接授業を 実施する期間において確  

保されていれば差し支えないものであること。  
＜その他の基準については、養成施設ルートと同様＞   

【家政夷習室】   
る家事実習室は けないこととして   ○  備を有する家事実習室は、設けないこととして   

も差し支えないものであること。   も差し支えないものであること∩   

【図書室】   【図書室】   

＜養成施設ルートと同様＞   ○図書室は、設けないこととしても差し支えないものであ  
基≡土立 

【その他】   【その他】   

＜養成施設ルートと同様＞   ○保健室、更衣室、演習室、学生相談室等の設備は、設  

けないこととしても差し支えないものであること∩  6＿  




